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は
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動
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飼
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動
物
の
正
し
い
飼
い
方
を
普

及
・
啓
発
し
、
動
物
に
よ
る
危

害
や
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る

た
め
、
６
月
１
日
か
ら
30
日
ま

で
県
下
一
斉
に
「
動
物
の
正
し

い
飼
い
方
推
進
月
間
」
が
実
施

さ
れ
ま
す
。

　
動
物
を
飼
っ
て
い
る
方
は
、

次
の
事
項
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

○
捨
て
犬
・
捨
て
猫
の
禁
止

　
捨
て
犬
・
捨
て
猫
に
よ
る
苦

情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ペ
ッ
ト
は
、
家
族
の
一
員
と
し

て
終
生
飼
う
よ
う
に
し
、
決
し

て
捨
て
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
動
物
を
み
だ
り
に
捨
て
る
と
、

「
動
物
の
愛
護
お
よ
び
管
理
に

関
す
る
法
律
」
に
よ
り
罰
せ
ら

れ
ま
す
。

○
避
妊
・
去
勢
の
す
す
め

　
犬
や
猫
を
飼
っ
て
い
る
方
で
、

繁
殖
を
希
望
し
な
い
方
は
、
不

幸
な
命
が
生
み
出
さ
れ
な
い
よ

う
、
避
妊
・
去
勢
手
術
を
受
け

る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

○
犬
の
放
し
飼
い
は
し
な
い

　
犬
の
放
し
飼
い
は
、
農
作
物

の
被
害
や
事
故
の
原
因
と
な
り

ま
す
。

　
犬
の
放
し
飼
い
は
絶
対
に
し

な
い
で
く
だ
さ
い
。

○
犬
の
散
歩
は
エ
チ
ケ
ッ
ト
を

守
り
ま
し
ょ
う

　
散
歩
時
の
排
泄
物
は
飼
い
主

の
責
任
で
始
末
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
散
歩
時
は
引
き
綱
を

つ
け
て
、
犬
の
急
な
動
き
を
制

御
で
き
る
方
が
連
れ
て
行
き
ま

し
ょ
う
。

○
し
つ
け
の
実
施

　
他
人
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
飼
い
主
の
方
は
、

必
ず
し
つ
け
を
し
ま
し
ょ
う
。

○
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注

射
は
必
ず
受
け
ま
し
ょ
う

　
犬
の
登
録
を
し
て
い
な
い
方
、

平
成
25
年
度
の
狂
犬
病
予
防
注

射
を
受
け
さ
せ
て
い
な
い
方
は
、

速
や
か
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
危
険
な
動
物
の
飼
育
許
可

　
毒
へ
び
や
ワ
ニ
な
ど
、
人
に

危
害
を
加
え
る
恐
れ
の
あ
る
危

険
な
動
物
を
飼
う
場
合
は
、
県

知
事
の
許
可
が
必
要
で
す
。

※
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、

ど
う
し
て
も
飼
え
な
く
な
っ
た

犬
・
猫
の
引
き
取
り
に
つ
い
て

は
、
千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ

ー
（
☎
０
４
７
６
―
９
３
―
５

７
１
１
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
市
役
所
環
境
課
☎

４
４
３
│
１
４
０
６
へ
。

６
月
は
「
動
物
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正
し
い
飼
い
方
推
進
月
間
」で
す

６
月
は
「
動
物
の
正
し
い
飼
い
方
推
進
月
間
」で
す

　
自
己
の
個
人
情
報
開
示
請
求

と
公
文
書
公
開
請
求
の
状
況
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
市
で
は
、
個
人
情
報
を
正
し

く
取
り
扱
う
た
め
に
必
要
な
事

項
を
定
め
た
個
人
情
報
保
護
条

例
と
、
公
文
書
の
公
開
を
請
求

す
る
市
民
の
皆
さ
ん
の
権
利
を

定
め
た
公
文
書
公
開
条
例
を
制

定
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
24
年
度
中
に
受
け
付
け

た
自
己
情
報
開
示
請
求
と
公
文

書
公
開
請
求
の
状
況
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

○
自
己
の
個
人
情
報
開
示
請
求

　
の
状
況

受
付
件
数
　
９
件

開
示
件
数

全
部
開
示
　
６
件
（
不
存
在
と

　
　
　
　
　
１
件
重
複
）

請
求
内
容

・
診
療
報
酬
明
細
書
お
よ
び
そ

　
れ
に
係
る
調
剤
報
酬
明
細
書

・
診
療
報
酬
明
細
書
現
存
す
る

　
も
の
全
て

・
開
発
行
為
協
議
書
お
よ
び
添

　
付
書
類

・
高
額
療
養
費
支
給
申
請
書
お

　
よ
び
領
収
書

・
他
市
作
成
転
出
書
類         

・
印
鑑
登
録
申
請
書

部
分
開
示
　
３
件
（
不
存
在
と

　
　
　
　
　
３
件
重
複
）

請
求
内
容

・
厚
生
課
お
よ
び
介
護
保
険
課

　
に
お
け
る
相
談
記
録
（
３
件
）

非
開
示
　
０
件

取
下
げ
　
０
件

不
存
在
　
４
件
（
全
部
、
部
分

　
　
　
　
開
示
と
重
複
）

請
求
内
容

・
印
鑑
登
録
申
請
書

・
厚
生
課
お
よ
び
介
護
保
険
課

　
に
お
け
る
相
談
記
録
（
３
件
）

○
公
文
書
公
開
請
求
の
状
況

受
付
件
数
　
16
件

公
開
件
数

全
部
公
開
　
１
件

請
求
内
容

・
農
業
委
員
会
議
事
録

部
分
公
開
　
７
件
（
非
公
開
と

　
　
　
　
　
２
件
重
複
）

請
求
内
容

・
公
共
残
土
に
か
か
る
添
付
資

　
料
を
含
む
協
議
録
一
式

・
公
共
残
土
埋
め
立
て
事
業
の

　
事
業
地
選
定
基
準
お
よ
び
打

　
ち
合
わ
せ
記
録

・
農
業
委
員
会
総
会
資
料

・
「
聴
取
書
」
の
内
容
報
告
に

　
つ
い
て
起
案
一
式

・
公
共
残
土
埋
め
立
て
事
業
に

　
か
か
る
土
地
所
有
者
か
ら
の

　
契
約
書
添
付
書
類

・
市
税
な
ど
に
か
か
る
死
亡
者

　
課
税
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、

　
添
付
資
料
を
含
む
起
案
一
式

・
市
税
な
ど
に
か
か
る
死
亡
者

　
課
税
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　
の
協
議
に
使
用
さ
れ
た
資
料

　
並
び
に
協
議
記
録
の
一
式
お

　
よ
び
こ
れ
ら
に
対
す
る
市
の

　
方
針
決
定
に
か
か
る
添
付
書

　
類
を
含
む
起
案
一
式

非
公
開
　
４
件
（
部
分
公
開
と

　
　
　
　
２
件
重
複
）

請
求
内
容

・
市
税
な
ど
に
か
か
る
死
亡
者

　
課
税
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、

　
添
付
資
料
を
含
む
起
案
一
式

　
（
２
件
）

・
市
税
な
ど
に
か
か
る
死
亡
者

　
課
税
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　
の
協
議
に
使
用
さ
れ
た
資
料

　
並
び
に
協
議
記
録
の
一
式
　

　
（
２
件
）

取
下
げ
　
３
件

請
求
内
容

・
開
発
行
為
協
議
書
お
よ
び
添

　
付
書
類

・
水
道
事
業
計
画
関
連
業
務
委

　
託
契
約
に
関
す
る
入
札
公
告
、

　
入
札
結
果
お
よ
び
委
託
内
容

　
の
わ
か
る
仕
様
書

・
聴
取
書
に
関
し
各
課
に
照
会

　
し
た
起
案
用
紙
の
表
紙

却
下
　
３
件

請
求
内
容

・
廃
土
処
理
事
業
届
出
に
か
か

　
る
土
地
の
事
業
地
に
選
定
さ

　
れ
る
ま
で
の
関
係
書
類
一
式

・
土
地
埋
め
立
て
に
関
す
る
全 

　
て
の
書
類
（
地
番
指
定
）

・
地
図
情
報
シ
ス
テ
ム
更
新
業

　
務
委
託
成
果
品
と
し
て
の
地

　
番
図
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル

　
詳
し
く
は
、
市
役
所
総
務
課

☎
４
４
３
│
１
１
１
３
へ
。
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自
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